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第１章 監査の概要 

 

１ 監査のテーマ 

  職員の働き方改革の推進に向けて ～公用車の効率的な管理と安全対策～ 

 

２ 監査の目的 

 令和５年３月に策定された「公用車最適化計画」（以下「計画」という。）及び令和６年

度に導入された「公用車予約管理システム」（以下「システム」という。）について、令和

６年度の実施状況及び導入効果を確認し、事務の効率化、公用車の稼働率、公用車に係る

経費の推移、交通事故防止に有力な先進安全自動車の導入状況を３Ｅ（経済性、効率性、

有効性）の観点から検証し、事務改善及び職員の事務負担軽減に資することを目的とす

る。 

 

３ 監査の調査項目及び着眼点 
 

調査項目 主な着眼点 

(1)公用車の効率的な

使用 

・ 令和５年度中に各所属で管理していた公用車が共用化されたことにより

効率的に使用されているのか。（稼働率）【３Ｅ】 

・ 公用車の運行に係る手続は適正に行われているのか。【内部統制】 

(2)公用車の適切な 

配置及び更新 

・ 公用車の配置台数や車種の選定は適正に行われているのか。 

【内部統制、３Ｅ】 

・ 公用車の更新（リース車への切替え等）は適正に行われているのか。ま

たその費用対効果はどうか。【内部統制、３Ｅ】 

(3)公用車の点検及び

整備状況 

・ 公用車の点検及び整備は適正に行われているのか。【内部統制、３Ｅ】 

(4)公用車の安全対策 ・ 職員が公用車を運転する上で安全教育や研修を行っているのか。 

【内部統制、３Ｅ】 

・ 公用車の更新等にあたり事故防止に向けた機能を導入しているのか。 

【３Ｅ】 

(5)職員の業務負担 ・ 公用車の共用化及びシステムの導入により職員の業務負担は軽減されて

いるのか。【３Ｅ】 

 

４ 監査の対象 

（１）対象機関 

   ①行政経営企画課、管財課 

    ※令和７年 10月１日より計画及びシステム等関係業務について、行政経営企画課

から管財課へ移管 

②本庁各課  101 所属 ※各部主管課、管財課 17所属（警察本部を除く） 

（共用化した公用車を使用する課及び管理する各部主管課、管財課） 
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③地方機関  12 所属 ※地方振興事務所は部単位で調査 

（地方機関で共用化を検討できる合同庁舎所属機関。今回の調査はモデルとして

石巻合同庁舎内の地方機関） 

 

（２）調査事項 

   ①調査対象公用車 

    （ア）本庁で共用化した公用車（メンテナンス委託対象車両） 

    （イ）本庁で共用化した公用車（メンテナンスリース車両） 

    （ウ）本庁で共用化されていない公用車 

（エ）石巻合同庁舎内で使用している公用車 

 

（３）調査対象年度 

令和６年度 

 

５ 監査の実施方法 

（１）書面調査 

①対象機関：前項「４(1)対象機関」①から③までに記載の所属 

②実施方法：みやぎ電子申請システムによるアンケート調査を実施 

③実施期間 

（ア）本庁各課：令和７年６月 25日（水）から令和７年７月 18日（金）まで 

（イ）地方機関：令和７年７月 １日（火）から令和７年７月 28日（月）まで 

（ウ）管 財 課：令和７年８月 28日（木）から令和７年９月 10日（水）まで 

 

（２）事務局監査 

①対象機関：管財課 

   ②実施方法：書面調査結果を基に計画及びシステムの所管課としての考えを聴取 

   ③実 施 日：令和７年 10月７日（火）     

 

（３）委員監査 

  ①対象機関：管財課 

   ②実施方法：書面調査結果及び事務局監査を基に計画及びシステム所管課としての 

       考えを聴取 

   ③実 施 日：令和７年 11月 11 日（火）
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第２章 監査結果 

 

１ 公用車の効率的な使用

（１）公用車管理台数の推移 

本庁の公用車の管理台数は、管財課及び行政経営企画課（以下「管財課等」という。）

への調査の結果、令和５年度末現在 160 台、令和６年度末現在では 165 台であった。本庁

各課へのアンケート調査の結果、「公用車最適化計画」（以下「計画」という。）に基づき

公用車を共用化した所属は 62機関で、本庁各課の 61％で実施された。その内訳は、表１

及び表２のとおり、共用化対象車両は、令和５年度 127台、令和６年度 123 台であり、令

和９年度末までの共用化対象車両の減車達成目標である 17台に対して、４台の減車とな

った。 

  なお、地方機関が管理する公用車 1,034 台を含めた令和６年度末現在の全庁の公用車

管理台数は、表２のとおり 1,199 台であった。

※令和７年 10 月１日より、「公用車最適化計画」及び「公用車予約管理システム」等について行政経営

企画課から管財課へ移管 

 

表１ 令和５年度末現在 全庁公用車管理台数             （単位：台） 

リース

車両

※１

メンテナ

車両

※２

ンス委託 廃車予定

車両

総務部 14 6 0 20 (86.96%) 3 (13.04%) 23

復興・危機管理部 1 1 0 2 (20.00%) 8 (80.00%) 10

企画部 0 4 0 4 (100.00%) 0 (0.00%) 4

環境生活部 1 17 0 18 (75.00%) 6 (25.00%) 24

保健福祉部 1 12 0 13 (92.86%) 1 (7.14%) 14

経済商工観光部 6 8 0 14 (82.35%) 3 (17.65%) 17

農政部 7 6 0 13 (86.67%) 2 (13.33%) 15

水産林政部 0 5 0 5 (62.50%) 3 (37.50%) 8

土木部 2 19 0 21 (100.00%) 0 (0.00%) 21

出納局 2 0 0 2 (100.00%) 0 (0.00%) 2

企業局 1 1 1 3 (100.00%) 0 (0.00%) 3

教育庁 4 7 0 11 (78.57%) 3 (21.43%) 14

議会事務局 0 0 0 0 (0.00%) 2 (100.00%) 2

各種委員会 0 1 0 1 (33.33%) 2 (66.67%) 3

本庁計 39 87 1 127 (79.38%) 33 (20.62%) 160

地方機関 0 0 0 0 1,130 1,130

合計 39 87 1 127 1,163 1,290

※１　リース方式：メンテナンスリース（車両の調達から定期点検、車検、故障修理、タイヤ交換等車両の維持

　　　　　　　　　管理を含めたリース形式）
※２　委託内容：メンテナンス委託（車両の維持管理業務を委託）

部局名

令和５年度末　管理状況

共用化車両

各所属管理車両(B)
　　　　　　(B/C)

計(C)共用化車両計(A)
　　　  　(A/C)
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表２ 令和６年度末現在 全庁公用車管理台数                    （単位：台） 

 

（２）公用車の共用化 

  計画に基づき、令和６年３月から本庁の対象車両については、各部局の主管課へ管理換

し共用化が開始された。本庁各課へのアンケート調査の結果、図１のとおり 94 機関（93％）

で共用化によるメリットがあったと回答している。メリットの主な内容としては、表３の

とおり「自所属で管理するより事務負担・経費負担が軽減した」などが挙げられた。事務

負担軽減の内容については、表３－１のとおりである。共用化前に公用車を単独で管理し

ていた多くの所属では、共用化による事務負担の軽減について、特に実感していると考え

られる。 

  一方で、図２のとおり 16機関（16％）が共用化によってデメリットがあったと回答し

ている。デメリットの主な内容としては、表４のとおり「事務負担の増加」などが挙げら

れた。事務負担が増加したと回答があった８件のうち６件が主管課からの回答であった。

事務負担増加の内容については、表４－１のとおりである。主管課以外の所属では公用車

管理に係る事務負担の軽減が図られたが、反面、共用化され公用車を管理することになっ

た主管課においては、メンテナンス委託車両とはいえ、大きな事務負担増となっているも

のと思われる。 

リース

車両

メンテナ

ンス委託

車両

廃車予定

車両

総務部 14 5 0 19 (79.17%) 5 (20.83%) 24

復興・危機管理部 2 0 0 2 (22.22%) 7 (77.78%) 9

企画部 1 2 0 3 (100.00%) 0 (0.00%) 3

環境生活部 3 15 0 18 (90.00%) 2 (10.00%) 20

保健福祉部 2 11 0 13 (92.86%) 1 (7.14%) 14

経済商工観光部 6 7 0 13 (76.47%) 4 (23.53%) 17

農政部 10 4 0 14 (93.33%) 1 (6.67%) 15

水産林政部 3 2 0 5 (45.45%) 6 (54.55%) 11

土木部 5 15 0 20 (100.00%) 0 (0.00%) 20

出納局 2 0 0 2 (100.00%) 0 (0.00%) 2

企業局 1 1 0 2 (66.67%) 1 (33.33%) 3

教育庁 7 4 0 11 (50.00%) 11 (50.00%) 22

議会事務局 1 0 0 1 (33.33%) 2 (66.67%) 3

各種委員会 0 0 0 0 (0.00%) 2 (100.00%) 2

本庁計 57 66 0 123 (74.55%) 42 (25.45%) 165

地方機関 0 0 0 0 1,034 1,034

合計 57 66 0 123 1,076 1,199

部局名
共用化車両計(A)
　　　  　(A/C)

共用化車両
各所属管理車両(B)
　　　　　　(B/C)

計(C)

令和６年度末　管理状況
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表３ 公用車共用化のメリット【本庁】 

（全体：101 機関 回答数：169 件 複数回答有り） 

メリット内容 件数 

自所属で管理するより事務負担が軽減した 70 

自所属で管理するより経費負担が軽減した 48 

事故防止の安全装置が整備され安心である 22 

新型の車が導入され運転しやすい 19 

その他 
・各所属に負担をかけることなく気軽に借りることができるようになった など 

10 

 

 

表３－１ 「自所属で管理するより事務負担が軽減した」の回答内容【本庁】 

（全体：101 機関 回答数：229 件 複数回答有り） 

事務負担軽減の内容 件数 

支出事務（車検、点検、修理等に係る支出処理（銀行での出金等に係る手続を含む）） 64 

業者との調整（日程調整・公用車の搬入等） 48 

精算事務（資金前渡に係る精算） 46 

起案・決裁 44 

タイヤ交換 25 

その他 
・他所属の車両が借りやすくなったことにより出張の日程調整がしやすくなった 
・他課室への貸出に係る調整等の負担軽減、定期点検漏れや車検切れなど適切な管理に
係る精神的負担の軽減 

2 

 

 

図１ 図２ 
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表４ 公用車共用化のデメリット【本庁】 

（全体：101 機関 回答数：17 件 複数回答有り） 

デメリット内容 件数 

自所属で管理するより事務負担が増加した 

 ※主管課のうち６機関が選択 

8 

自所属で管理するより経費負担が増加した 0 

その他 
・主管課による集中管理となったことから主管課の管理事務が増大している 
・車両の管理に関する予算（修繕等）について特に措置されていないため、主管課予算
の持ち出しとなっている 

・主管課として管理車両台数が多くなり対応が困難なため、現状は旧所有所属で定期点
検予約及び立ち合いの対応をしてもらっているが、共用化したものであるため各所属
では管理意識が薄くなっており、点検予約漏れが散見される 

・点検やタイヤ交換時に対応を旧所属へ依頼され負担を感じる 
・部局ごとにガソリンの補充ルールが違うこと 
・業務の都合上、汚れや傷などが発生する険しい林道を走行することがあるが、そうい
った道路を走行する際にリース化した共用車を利用できない 

など 

9 

 

表４－１ 「自所属で管理するより事務負担が増加した」の回答内容【本庁】 

（全体：101 機関 回答：事務負担が増加した８機関） 

所属区分 増加した業務及び理由 

主管課 

（６機関） 

①主管課が全ての公用車の車検・タイヤ交換手続を代行することとなり負担が増した。 
②主管課として管理車両が増加し、安全運転管理者の選任等の手続や経費負担のほか、点
検の日程調整や事故発生時の手続等が増加した。 

③主管課において多くの部内共用車の車検や各種点検のスケジュール把握と点検手続を
行うほか、システムでの運転命令確認及び運行報告確認の作業を担っているため。 

④部局共用化に伴い、管理する公用車の台数が増えたことから、点検や車検の日程調整な
ど、主管課の事務負担が増えた。 

⑤車検や法定点検等の維持管理業務に関する日程調整及び公用車に関する照会に係る主
管課での取りまとめ作業。 

⑥主管課として、集約した車両の管理を行うこととなったため、使用実績等に関する調査
報告対応業務が増加した。定期点検対応は旧所有所属で対応してもらっているが、事故
対応等は管理所属として対応しており、管理車両が多いため対応すべき案件が増加し
た。 

主管課以外 

（２機関） 

⑦共用化されたことで経費負担は減少したものの、車検や定期点検等の日程調整は各所
属で行う必要があり、事務負担の減は実感できていない。 

⑧部局管理になったにも関わらず公用車に係る各種照会が元の所有所属に来るが、自所
属では情報を持っていないことを聞かれるため、対応に時間がかかって非常に非効率
である。 

 

（３）共用化対象車両の稼働状況の比較 

  計画に基づき、令和５年度中に所属管理から部局管理へと共用化された車両で更新等

がなく、令和６年度末まで引き続き使用された車両のうち、本庁各課及び管財課等へのア

ンケート調査により回答のあった 71 台について稼働状況を比較した結果、閉庁日を除く

年間平均稼働率は、表５のとおり令和５年度 53.4％に対し令和６年度は 63.4％と 10.0 ポ

イント向上した。 

  令和６年度の最大同時稼働台数は、管財課等への調査の結果、図３のとおり 123 台（実

稼働車両は 119 台）、平均稼働台数は 79.2 台であった。 
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表５ 共用化対象車両の稼働状況【本庁】        （比較車両台数：71 台）(A) 

※令和５年度は、主管課への車両の管理換が令和６年３月 15 日に行われているため、令和５年４月１日か

ら令和６年３月 14 日までの稼働日数となる。 

 

 

図３（行政経営企画課提供） 

※グラフの説明 

・R6.4.1～R7.3.31 を対象に抽出 

・１日あたり１件以上運行実績（鍵の取り出し）があった台数を抽出（閉庁日除く） 

・最大同時稼働数は 123 台、１日 

・次点が 116 台で、２日 

・100 台以上同時稼働数は 32日で、平均すると 107 台 

・年間を通した平均稼働数は、１日あたり 79.2 台 

・123 台稼働していた 8/27 は、実質 119 台で稼働できることを確認 

 

 

 

年度 
閉庁日を除く 

日数(B) 
稼働日数(C) 

稼働率 

C  

A×B 

令和５年度 233 日 8,837 日 53.4％ 

令和６年度 243 日 10,935 日 63.4％ 

増減   10.0 ポイント 

10/24(木) 
システム不調で物
理鍵対応 
稼働数記録とれず 
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（４）カーシェアリング利用件数の推移 

本庁内で公用車の確保ができない場合に利用することになるカーシェアリングの利用

件数の推移状況は、管財課等のアンケート調査の結果、令和５年度 67 件、令和６年度は

12 件と減少した。公用車共用化の効果が顕著に表れており、公用車の空き状況が一覧で

確認できる「公用車予約管理システム」が職員の中で定着してきたものと考えられる。 

なお、令和７年度の利用件数は、令和７年 12 月末現在で１件であった。 

 

２ 公用車予約管理システム 

（１）本庁各課の意見 

  本庁共用車両については、令和６年３月から「公用車予約管理システム」（以下「シス

テム」という。）による公用車の予約・使用手続及び鍵の管理等について運用が開始され

た。本庁各課のアンケート調査の結果、図４のとおり 92 機関（91％）の所属がシステム

導入によるメリットがあったと回答している。メリットの主な内容としては、表６のとお

り「事務手続等の効率化・時間短縮」、「鍵の管理・受渡しの負担軽減」、「公用車使用簿の

ペーパーレス化による業務効率の向上」、「他所属の公用車の借りやすさ・利便性の向上」、

「公用車の空き状況の容易な確認手段」などの意見が挙げられた。また、他所属の公用車

を使用する場合の１台当たりの公用車の予約、鍵の受渡し、運転命令決裁等事務手続に要

した平均時間についてアンケート調査の結果では、システム導入前は、図６のとおり 10

分以上 30分未満が 74 機関（73％）で最も多かったが、導入後は、図７のとおり 10分未

満が 61 機関（60％）となり、他所属の公用車を使用する場合の事務手続に要する時間は

大幅に短縮された。他所属から借用するという心理的ストレスの軽減にも繋がっている

ものと思われる。 

  一方で、図５のとおり 55機関（54％）がシステム導入によるデメリットがあったと回

答している。デメリットの主な内容としては、表７のとおり「鍵の返還後に再度鍵を借り

る場合の再予約」、「システムへの入力が煩雑」、「キーボックスの鍵の取出し時間の制限」

のほか、「システムの不具合の発生」、「燃料補充ルールの統一」などが挙げられた。その

他、主管課においては、「安全運転管理者の運転命令・運行報告の確認作業が膨大である」

などの意見があった。 
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表６ システム導入メリット【本庁】 

                 （全体：101 機関 回答数：171 件 複数回答有り） 

メリット内容 件数 主な意見 

事務手続等の効率化・時

間短縮 

36 ・事務手続の時間が短縮された 
・事務手続の簡素化が図られた 

鍵の管理・受渡しの負担

軽減 

29 ・鍵の受渡しがスムーズ 
・鍵の受渡しのため借用所属へ行く必要がなくなった 
・時間外での受渡しが可能 

公用車使用簿のペーパ

ーレス化による業務効

率の向上 

28 ・公用車使用簿の受渡しのため借用所属へ行く必要がなくなった 
・電子化により、決裁者が不在時にも回議可能となった 
・公用車使用簿の記載漏れ等がなくなった 
・公用車使用簿の作成が不要となった 

他所属の公用車の借り

やすさ・利便性の向上 

24 ・他所属からの借用が格段に楽になった 
・他部局の公用車を利用しやすくなった 
・システム導入前は複数所属から貸出を断られるなど公用車の確保
に時間を要することがあったが、そのようなケースがなくなった 

公用車の空き状況の容

易な確認手段 

23 

 

・他課・他部局の公用車の空き状況が一覧で確認できる 

公用車予約のしやすさ、

実用性の向上 

18 ・システム導入前のようにその都度電話で利用状況確認をしなくて
も予約・使用ができる 

・相手方に気を使うことなく使える 

その他 13 ・車の稼働データ等を容易に取得できるため、公用車に関する照会
内容の参考資料として活用しやすい ※公用車管理所属のみ 

 

 

 

   図４ 図５ 
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図６ 

図７ 
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表７ システム導入デメリット【本庁】 

                 （全体：101 機関 回答数：90件 複数回答有り） 

デメリット内容 件数 主な意見 

鍵の返還後に再度鍵を

借りる場合の再予約 

24 ・帰庁後の走行メータ確認漏れ、忘れ物など再度鍵が必要となる場
合に再予約が必要 

システムへの入力が煩

雑 

18 ・システムへの入力が煩雑 
・安全運転管理者、旅行命令権者等の検索、指定がしにくい（パタ
ーン登録などがあるとよい） 

・車両の管理者等の入力を毎回しているが、年度初めにデフォルト
で入れられないか 

キーボックスの鍵の取

出し時間の制限 

8 ・急な出発時間の変更に対応できない 
・鍵の受取りからキャンセルとなるまでの時間が短い 

システムの不具合の発

生 

8 ・システムトラブル等により鍵が取り出せない 
・システムの不具合で、出張時にキーボックスが開かず大変な思い
をした 

燃料の残量表示が不明

瞭 

4 ・当日車に乗ってから燃料が少ないことに気づくことが多くなった
ため、再度ガソリン伝票を取りに所属へ戻らなければならない 

安全運転管理者の運転

命令・運行報告の確認作

業が膨大  ※主管課 

3 ・主管課はシステムでの「運転命令確認」及び「運行報告確認」の
更新件数が多く、事務負担が増加した 

 

その他 

 

25 ・「利用者・運転者・同乗者の所属課室」でも検索できると良い 
・廃車した公用車の運行記録が見れない 
・他部局予約可能期間が短い、2 日前では全庁一括のシステム予約
にした意味がない 

・他部局の公用車は、２日前からの予約となったため、月曜日の事
前予約ができなくなった 

・給油等のルールを統一してほしい 
・予約画面が見づらく、探索に時間を要する 
・車両情報欄の文字数が多く見づらい 
・旧姓使用している職員は現姓が表示され、使用に当たり抵抗感が
ある 

・システムの入力方法や使用方法の周知が徹底されていない 
・部局車両が初期表示されない 

 

（２）システムに関する意見・要望への管財課等の対応 

 管財課等では、AppSuite（アプリケーション名「公用車管理体制等に係る意見・要望」）

により意見や要望を収集しており、システムに関する意見や要望についてアンケート調

査を行った結果は表８のとおり、システムの機能改修に係る意見要望が多いが、令和６年

度においてシステムの改修により対応したものは、過去予約登録機能の追加及び一般職

員権限でパスワード変更を初回以外でも可能とするように改修した２項目である。これ

以外については、令和７年度中に内容を精査の上、対応する予定であり、令和７年度末ま

でに予定しているシステム改修は表８のとおり、要望のあったマイナンバーカードの有

効期限が切れた場合の対応を含む７項目である。 
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表８ 管財課等に寄せられた意見・要望内容及び対応状況（予定を含む）【管財課等】 

意見・要望及びシステム改修内容 
要望の 

有 無 

対応状況 

（予定） 

過去予約登録機能の追加 有 ◎ 

一般職員権限で、パスワード変更を初回以外もできるようにする 有 ◎ 

マイナンバーカードの有効期限が切れた場合、職員番号で対応で
きるようにする 有 〇 

旅行命令、運転命令の際に複数者の入力を可能とする 有 △ 

他部局の予約は２日前からだが、金曜日に月曜の予約をできるよ
うにする 有 △ 

初期設定で自部局の車のみを表示できるようにする 有 △ 

予約画面からも決裁行為ができるようにする 有 △ 

予約画面表示情報の簡素化 有 △ 

運行記録未入力リマインドメール機能の追加 無 〇 

予約画面表示情報の簡素化 無 〇 

予約一括登録時の繰り返し機能追加 無 〇 

ユーザー名更新機能の追加（旧姓使用対応） 無 〇 

「鍵取得のみ」という予約項目の追加 
※共用化車両管理所属のみ操作可能 無 〇 

公用車日別予約完了件数の出力機能の追加 
※共用化車両管理所属のみ操作可能 無 〇 

◎令和６年度対応済  ○令和７年度対応予定  △対応検討中 

 

３ 公用車の適切な配置及び更新 

（１）車種選定 

①安全性の向上 

計画では、公用車の調達方法を購入方式からリース方式に転換することにしており、既

にリース車両には、「バックモニター」、「ナビゲーションシステム」及び「衝突被害軽

減ブレーキ」が搭載済みである。安全性を確保するために、これら以外でリース車両に最

も必要と考える装備（安全運転支援システム）について、本庁各課のアンケート調査の結

果は、図８のとおり「ペダル踏み間違い時加速制御装置」が最も多く 36 機関（35％）、

「車間距離制御装置」が 29 機関（29％）、「後側方接近車両注意喚起装置」が 17 機関

（17％）という結果であった。また、運転中にその機能を実感したものとしては、表９の

とおり「バックモニター」及び「ナビゲーションシステム」が多かった。これらを受けて

管財課等では、今後リース契約を締結する際には、安全性の更なる向上を図るため、これ
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らの安全運転支援システムを搭載した先進安全自動車の導入を積極的に検討するという

回答であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９ 安全運転支援機能を実感したシステム【本庁】 

                 （全体：101 機関 回答数：51件 複数回答有り） 

安全機能 件数 運転中に搭載されていて助かった点（主なもの） 

バックモニター 32 ・目視では確認しづらい部分まで映し出されるため安全確認がスムー
ズに行えるようになった 

・駐車する際に目視のみより分かりやすく安心して運転ができる 
・狭い駐車場に駐車する際大いに役立っている  
 ※県庁地下駐車場に駐車する際助かったという意見が７件 

ナビゲーションシ

ステム 

15 ・迷うことなく目的地までスムーズに到着することができる 
・慣れない用務先に行く場合でも事前のルート確認の負荷を大幅に低
減することができるようになった 

・運転時に曲がるタイミング等を適切に音声案内してもらえるという
安心感から安全確認等に意識を集中できるようになって助かってい
る 

その他  4 ・公用車は必ずしも使い慣れた車種であるとは限らないが、安全装備が
搭載されていることで安心して使用することができた 

 

②軽自動車への転換 

計画では、リース車両の一部を軽自動車としているが、軽自動車の利用満足度について

本庁各課のアンケート調査の結果、図９のとおり、とても良い・良いが 34機関（34％）、

あまり良くない・良くないが５機関（５％）、使用したことがないが 43 機関（42％）とい

う結果であった。とても良い・良いの理由としては、「小回りがきく」が 33 機関であっ

た。また、あまり良くない・良くないの理由は、「長距離・高速道路を運転すると疲れる」、

図８ 
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「荷物を積む場所が狭い」が５機関であった。使用したことがないと回答した所属も 43

機関と多いが、軽自動車を使用した所属の満足度としては高い結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③環境配慮自動車の導入 

リース車両に係る環境配慮車両の導入状況について、計画では、『可能な限り環境負荷

が少ない自動車の導入を推進する。』とあるが、令和７年 12月時点で県庁地下駐車場の充

電設備は２基のみであり、管財課等へのアンケート調査の結果でも、すぐに電動車（ＥＶ、

ＰＨＶ，ＦＣＶ）の導入は難しいため、全てＨＶ（ハイブリット車）を導入しているとい

う回答であった。今後、充電設備が整備されることになれば、電動車導入も期待できる。 

 

（２）メンテナンスリース契約及びメンテナンス委託契約 

リース車両及びメンテナンス委託対象車両に係る経費については、管財課等へのアン

ケート調査の結果、令和６年度のリース料金は車両クラス毎１台当たり表 10 のとおり、

メンテナンス委託対象車両については車両クラス毎１台当たり表 11 のとおりであった。

また、これらのメンテナンスリース契約及びメンテナンス委託契約は一般競争入札であ

るが、応札者数は、どちらも１者のみであった。 

  なお、メンテナンス委託契約については、重量税及び自賠責保険料を委託料に含めて支

払うことについて、出納総務課から「それぞれ公課費及び役務費で支出すること」と指導

されている。併せて、重量税及び自賠責保険料については、本来、資金前渡により県が支 

 

図９ 
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払う必要があるので、支払方法についても出納総務課に確認するとともに、受注者と協議

しながら検討するとのことであった。 

 

表 10 リース車両 

令和６年度１台当たりの料金【管財課等】 

車両クラス １台当たりの賃借料 

①普通車両 663,960 円 

②小型乗用車（貨物含む） 487,740 円 

③軽自動車 298,320 円 

 

表 11 メンテナンス委託対象車両 

令和６年度１台当たりの料金【管財課等】 

車両クラス １台当たりの委託料 

①普通車両 137,280 円 

②小型乗用車（貨物含む） 132,516 円 

③軽自動車 88,110 円 

 

（３）車両更新状況 

  令和６年度末時点での車両の経過年数についてのアンケート調査を行った結果、12 年

以上経過している車両は、本庁共用化車両で３台（2.4％）、所属で管理を行っている石巻

合同庁舎内の地方機関では、共用化が可能である 88 台の車両のうち 50 台（56.8％）であ

った。 

管財課等ではリース車両への切替について、基本的には、財政課が示す予算要求基準に

沿って入替えを行うことにしているが、予算等の事情もあるため、主管課等と相談しなが

ら柔軟に進めていく方針であるとのことであった。 

 

４ 共用化対象車両の本庁一括管理 

共用化対象車両の管理については、現在、部局管理としているが、計画においては、本庁

一括管理に向けて検討を行うこととしている。本庁一括管理とすることについて、公用車の

管理を現在行っている本庁各主管課及び管財課（以下「主管課等」という。）のアンケート

調査の結果は、図 10のとおり、一括管理が望ましい 11機関（65％）、部局管理のままで良

い４機関（23％）、その他２機関（12％）であった。一括管理が望ましいと回答した理由と

しては、表 12のとおり、「集中的に管理する部門を設けた方がスケールメリットが得られ

ると思われる」、「主管課で共用車を管理する必要性を感じない」といった意見などがあっ

た。また、部局管理のままで良いと回答した理由については、表 13のとおり、「安全運転 
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管理が行き届きやすい」、「部局で優先的に使用できる車両が必要」といった意見などであ

った。 

管財課等の考えとしては、計画に基づき公用車の最適化を図る取組を実施する中で、本庁

一括管理とした場合、安全運転管理者の業務負担が増加し、安全運転管理の目が届きにくく

なる懸念があるほか、複数名の副安全運転管理者の選任が必要となること、また、現在の運

用状況を踏まえて災害等が発生した場合、部局でのコントロールを優先し、車両の調整等に

ついて、特殊な事情や状況判断を尊重する観点から、現時点では本庁一括管理は行わないと

いう方針に変更したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 12 本庁一括管理が望ましいと考える理由【主管課等】 

（全体：17 機関 回答：本庁一括管理が望ましいと考える 11 機関） 

理   由 
①部局管理の場合、主管課の負担が大きく他業務を圧迫していることから本庁一括管理とし、集中的に
管理する部門を設けた方がスケールメリットに繋がると思われる。 

②公用車に関する照会が不要となる等、各所属の負担が軽減されるため。 
③特に公用車の台数が多い部局では主管課の負担が大きいため。専門部署で管理するくらいでもいいと
思う。 

④主管課として管理車両が増加し安全運転管理者の選任等の手続や経費負担のほか、点検の日程調整や
事故発生時の手続等が増加したため。 

⑤計画にあるとおり「本庁」単位の共用化（集中管理化）に向けて検討を進めていくべきである。現在
の部局管理の状況は、あくまで暫定的な位置づけであると認識している。 

⑥主管課で共用車を管理する必要性を感じないため。 
⑦当部共用車は常に稼働しており、他部局の公用車も使用している現状であるためスケールメリットが
ない。また、他部局からの予約もあるため本庁管理にすることでスケールメリットが出てくると考え
る。 

⑧主管課で行う定期点検等の対応が不要となり業務負担が軽減される。 
⑨主管課として公用車管理に関する業務が増加しており、一括管理となれば負担減となるため。 
⑩現状の部局管理の運用だと他部局の公用車に明らかに空きがあっても、直近になるまで予約すること
ができず出張の交通手段を確保できないから。 

⑪令和６年度に管理する公用車が本庁管理（リース化）にされたことで、事務負担の削減を実感したた
め。 

図 10 
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表 13 現状どおり部局管理のままで良いと考える理由【主管課等】 

（全体：17 機関 回答：部局管理のままで良いと考える４機関） 

理   由 
①部局管理の方が安全運転管理の面で行き届きやすい。災害時優先、部局長優先などの機動的な調整が
しやすい。一括管理にすると管理車両が２０台を超えるごとに副安全運転管理者を置く必要があり、
１所属で複数人を選人するのが難しくなる。 

②現場視察等使用頻度が高く、一定台数を部内用として確保したいため。 
③部局で優先的に使用できる車両は必要。ただし、一定台数の部局優先車両が設定されれば一括管理が
望ましい。 

④部局長の優先車両として使用しているため。 

 

５ 地方機関の「公用車の最適化」 

地方機関所有車両を合同庁舎単位で共用化の対象とした場合の考えについて、地方機関

のモデルとして石巻合同庁舎内の地方機関（以下「地方機関等」という。）を対象に行った

アンケート調査のうち、自所属で管理している公用車だけでは不足することがあるかに対

する回答は、あるは３機関（25％）、ないは９機関（75％）であった。不足した場合の対応

については「自家用車の使用」及び「一般交通機関を利用した」との回答であり、石巻合同

庁舎内の他所属または東部地方振興事務所内の他部から公用車を借用した機関はなかった。 

公用車の共用化が可能か否かについての回答は、図 11のとおり共用化可能と回答したの

は、４機関（33％）であり、一部共用化が可能と回答したのは、８機関（67％）、不可能と

回答した機関はなかった。一部共用化が可能と回答した理由は、表 14 のとおりであり、「パ

トロール車両、緊急時対応車両及び幹部職員用車両について共用化することはできない」、

「国の交付金予算で管理している車両の共用化は難しい」など本庁と同様の理由であった。 

地方機関の公用車の共用化に関する主管課等の意見は、アンケート調査の結果、図 12の

とおり共用化すべき６機関（35％）、共用化すべきではない１機関（6％）、その他 10 機関

（59％）であった。共用化すべきと回答した理由としては表 15のとおり、「公用車の有効

活用に繋がる」、「公用車管理所属の担当者の負担軽減」などが挙げられた。一方、共用化

すべきではないと回答した理由としては、表 16のとおり、「他所属公用車を使用すること

はあまりなく費用対効果が得られないと思われる」などの理由であった。その他と回答した

のは、表 17のとおり、「どちらともいえない」、「判断できない」などであった。 

 管財課等の考えは、公用車の合同庁舎単位での共用化も、部局管理と同様に車両の稼働率

向上や貸借手続の効率化といったスケールメリットを享受できるとしている。システムの

導入を伴わず、既存の職員ポータルの「施設備品予約」機能を用いて、共用化を試してみる

価値はあるが、本庁でシステムを導入するために要した費用を考慮すると、全合同庁舎にシ

ステムを導入した場合、財源の問題や費用対効果の面で難しいのではないかと回答があっ

た。また、検討するためには、石巻合同庁舎以外の各合同庁舎内地方機関の意見も聞く必要

があるという回答であった。 
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表 14 一部共用可能とした主な理由【地方機関等】 

（全体：12 機関 回答：一部共用可能８機関） 

主な理由 
・パトロール車両、緊急時対応車両及び幹部職員用車両については、共用化することはできない 
・国の交付金予算で管理している公用車もあるため、全車両の共用化は難しいと判断する 
・部の所管業務においては、現場数も多く通年で公用車による旅行が多い状況のため、全ての台数を共
用化することは困難である 

・工事監督用車両として公共事務費で購入した車両を正式に共用化して良いのか不明なため 

 

表 15 共用化すべきと考える理由【主管課等】 

（全体：17 機関 回答：共用化すべきと考える６機関） 

理   由 
①本庁と同様のメリットが得られると思われる。 
②所属の垣根を越えて予約できる公用車の台数が増えるメリットが想定される。 
③公用車の有効活用に繋がる。 
④本庁の共用化実績からメリットの方が大きいと感じるため。 
⑤特に所長等が使用する乗用車の保有台数は合理化できる見込みが大きいため。 
⑥公用車管理所属の担当者の負担が軽減されると思われるため。 

 

表 16 共用化すべきではないと考える理由【主管課等】 

（全体：17 機関 回答：共用化すべきではないと考える１機関） 

理   由 
①自所属で完結できていると思われ、他所属公用車を使用することはあまりない。規模的に費用対効果
が得られないと思われ、管理及び事務手続が煩雑になるだけと推定される。 

 

表 17 その他の主な理由【主管課等】 

                 （全体：17機関 回答：その他と考える 10 機関） 

主な理由 
・どちらともいえない、判断できない 
・公用車の稼働状況が把握できないため、共用化が向いているかが不明 
・所管する地方機関がないため特段意見は出せない 
・土木事務所等が使用する車と保健福祉事務所等が使用する車は共用化できないのではないか 

図 11 図 12 
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６ 公用車の点検及び整備状況 

 共用化された公用車については、「公用車メンテナンス委託」により、「車検整備」及び「法

定点検整備」として 12か月点検（※貨物は６か月点検）、安全な運転を確保するための「ス

ケジュール点検整備」として６か月点検が行われているが、共用化されていない公用車を管

理している本庁の 21 機関（貸与等により使用していない機関を除く。）に、法定点検である

12 か月点検についてアンケート調査により確認した結果、受けているのは 19 機関（90％）、

受けていないのは２機関（10％）という結果であった。受けていない理由としては、「予算

措置をしていなかった」ということであった。また、法定点検ではない６か月点検について

は、受けているのは３機関（14％）、受けていないのは 18機関（86％）であったが、受け

ている３機関の車両はいずれもリース車両であり、リース契約の中に６か月点検が含まれ

ているものであった。受けていない理由としては、表 18 のとおり「必要性を感じない」、

「法定点検ではない」などであった。 

 地方機関等の 12 機関では、12 か月点検を受けているのは 11 機関（92％）、受けていな

いのは１機関（８％）という結果であった。受けていない理由としては、「予算措置をして

いないため」であった。また、６か月点検を受けているのは１機関（８％）、受けていない

のは 11 機関（92％）あり、受けている理由は「安全性向上のため」、受けていない理由は、

表 19のとおり「法定点検ではないため」、「予算措置をしていない」などであった。 

 

 

表 18 ６か月点検を受けていない主な理由【本庁】 

             （全体：21機関 回答：６か月点検を受けていない 18 機関） 

主な理由 
・定期的な走行前点検や日常点検で車両の安全性を確認しているため必要性を感じない 
・日常の使用において不具合等が無く点検が必要と感じなかったため 
・法定点検ではないため 
・予算措置をしていないため 
・所属専任の運転手が整備点検を実施しているため 

 

表 19 ６か月点検を受けていない主な理由【地方機関等】              

（全体：12 機関 回答：６か月点検を受けていない 11機関） 

主な理由 
・法定点検ではないため 
・日常的な点検を職員が行っているため 
・予算措置をしていないため 
・オイル交換が必要な場合のみ受けている 
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７ 公用車の安全対策 

（１）安全運転管理者等の選任状況 

  公用車を管理している本庁の 32 機関（貸与等により使用していない機関を除く。）につ

いて、安全運転管理者等の選任状況をアンケート調査により確認した結果、道路交通法第

74 条の３第１項に基づく安全運転管理者（※１）を選任しているのは 11 機関（34％）、選

任していないのは 21 機関（66％）であったが、選任をしていない理由は、「法律に該当し

ないため」であった。また、安全運転管理者を選任している 11機関のうち、道路交通法

第 74条の３第４項に基づく副安全運転管理者（※２）を選任していると回答した機関はな

かった。しかし、このうち１機関については、副安全運転管理者の選任を要する機関であ

ったが選任していなかった。そのほかの選任していない機関の理由は、「法律に該当しな

いため」であった。  

庁用自動車管理規則第 10条に基づき全ての所属に置くこととされている安全運転推進

員については、101機関全てで選任されていた。 

公用自動車等使用管理要領第５に基づき公用車１台ごとに置くこととされている取扱

責任者を指定しているのは、公用車を管理している 32機関中 25機関（78％）、指定して

いないのは７機関（22％）であり、指定していない理由は「指定することを知らなかった」

などであった。 

  地方機関等の 12 機関では、安全運転管理者を選任しているのは 11 機関（92％）、選任

していないのは１機関（８％）であり、選任していない理由は「法律に該当しないため」

であった。（※３） また、安全運転管理者を選任している 11 機関のうち、副安全運転管

理者を選任しているのは４機関（36％）、選任していないのは７機関（64％）であり、選

任していない理由は「法律に該当しないため」であった。しかし、このうち１機関につい

ては、副安全運転管理者の選任を要する機関であったが選任していなかった。 

  安全運転推進員については、12 機関全てで選任されていた。 

取扱責任者を指定しているのは 11機関（92％）、指定していないのは１機関（８％）

あり、指定していない理由は「指定することを知らなかった」とのことであった。 

 
  ※１ 道路交通法施行規則第９条の８：乗車定員 11 人以上の自動車１台以上又はその他の自動車５

台以上の使用の場合、安全運転管理者を選任 

※２ 道路交通法施行規則第９条の 11：自動車 20 台以上の使用の場合、副安全運転管理者を選任 

※３ 東部地方振興事務所に係る安全運転管理者は総務部で選任 
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（２）交通安全教育の実施状況 

 ①本庁各課の実施状況 

  本庁各課における令和５年度及び令和６年度の公用車による交通事故の発生件数は、

アンケート調査の結果、図 13 のとおり令和５年度 21 機関 23 件、令和６年度 25 機関 32

件で９件の増となっている。特に 30 歳以下の職員による事故が 10 件増加しており、そ

の中でも自損事故が７件と大きく増加している。管財課等によると、20 代の若い職員に

よる県庁地下駐車場内での事故が多発しているとのことであった。計画に基づき車両の

減車、軽自動車・小型乗用車への転換が進められることにより、車両の取り回しやすさや、

駐車区画の見直しなどにより、自損事故の減少が期待できると考える。 

  交通安全教育の取組状況については、全所属で実施しており、表 20 のとおり課内会議

等での周知、職場内研修の実施などであった。また、地下駐車場での自損事故が多いこと

から、保健福祉部では、令和６年度に地下駐車場の利用について研修を行っており、出し

入れが難しい駐車スペースに駐車する際の注意点を共有したほか、立体駐車場の使用方

法を確認するなど、地下駐車場内での事故防止に大変有効な取組である。 

 

 

 

 

図 13 
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表 20 交通安全教育としての取組【本庁】 

                 （全体：101機関 回答数：158 件 複数回答有り） 

取組内容 件数 

課内会議等での周知 92 

所属長などによる訓示 30 

年度初めだけでなく運転免許証の有効期限の定期的な確認 28 

交通安全に関する職場内研修を年に 1 回以上行っている 4 

行っていない 0 

その他 
・みやぎ交通安全啓発・実践キャンペーン「セーフティ１２３」への参加 
・地下駐車場での自損事故が多発したため出入庫の際の複数人での安全確認 

など 

4 

 

 ②地方機関等の実施状況 

  地方機関等における令和５年度及び令和６年度に発生した公用車による交通事故件数

は、アンケート調査の結果、図 14のとおり令和５年度４機関６件、令和６年度３機関６

件と増減はなかった。年齢的な偏りは見られず、加害事故については３件の減であった。 

交通安全教育の取組状況については、調査対象機関 12機関全ての地方機関で実施して

おり、その取組状況は、表 21のとおり本庁と同様に所内会議等での周知、職場内研修の

実施などであった。 

 

 

 

 

図 14 
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表 21 交通安全教育としての取組【地方機関等】                        

（全体：12 機関 回答数：29件 複数回答有り） 

取組内容 機 関 

所内会議等での周知 11 

交通安全に関する職場内研修を年に 1 回以上行っている 7 

年度初めだけでなく運転免許証の有効期限の定期的な確認 6 

所属長などによる訓示 4 

行っていない 0 

その他 
・地方振興事務所主催の講習会受講 1 

 

（３）公用車による県外出張の状況 

  職員１人が１日に走行する距離の限度の目安は、公用自動車等使用管理要領第６の５

により、高速道路の場合は 500 ㎞程度、一般道の場合は 250 ㎞程度と定められている。 

本庁各課のアンケート調査の結果、令和６年度に公用車を使用した県外出張があった

機関は 33 機関（33％）128 件で、走行距離上位３位までの主な目的地は、福島県 23 件、

山形県 18件、岩手県 16件など近隣県がほとんどであったが、500 ㎞を超える距離を 1人

が１日で運転した事例も１件あった。 

  地方機関等については県外出張があった機関は 3機関（25％）10件で、主な目的地は、

走行距離上位３位までの調査の結果、福島県５件、山形県・岩手県がそれぞれ１件など本

庁同様近隣県がほとんどであり、500 ㎞を超える距離を１人が１日で運転した事例はなか

った。 

 

８ 公用車関連様式のペーパーレス化 

（１）本庁各課の意見 

紙媒体である「ガソリン等購入券」及び「有料道路利用簿」の変更について、本庁各課と

管財課のアンケート調査の結果は図 15、図 16 のとおり、「ガソリン等購入券」については、

変更した方が良いは 64機関（63％）、現状のままで良いが 37機関（37％）であった。変更

した方が良いと回答した理由としては、表 22のとおりであり、ペーパーレス化・電子決裁、

カード化を望む声が多かった。現状のままで良いと回答した理由としては、表 23のとおり、

「管理しやすい」、「支出の際の出納管理課の審査が紙媒体であるため」といった意見などで

あった。また、「有料道路利用簿」については、変更した方が良いは 59 機関（58％）、現状

のままで良いが 42機関（42％）であった。変更した方が良いと回答した理由としては、表

24 のとおり「ガソリン等購入券」と同様にペーパーレス化や電子決裁を望む声が多かった。

現状のままで良いと回答した理由としては、表 25のとおり、「管理しやすい」、「支障がない

ため」といった意見などであった。 
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表 22 ガソリン等購入券について変更した方が良いと考える理由【本庁】 

（全体：101 機関 回答件数：90件 複数回答有り） 

理由 件数 詳  細 

ペーパーレス

化・電子決裁 

32 ・紙媒体である「ガソリン等購入券」の管理や押印の煩雑さを感じるた
め 

・紙媒体でなくすることで決裁等の時間が軽減できる 
・行政事務のデジタル化が進んでおり、ガソリン等購入券についてもデ
ジタル化可能と思われるため 

・可能な限り押印省略・電子化ができると良いと考える 

カード化 23 ・紙のガソリン等購入券から給油カード（クレジット機能なし）変更
し、公用車予約システム内で購入伺の決裁も完了できるようになると
事務効率化につながると思われるため 

・法人カード（例：ＥＮＥＯＳカード）を導入し、カード使用で給油を
し、これまでどおり月まとめて請求してもらい支払うことができる 

事務の効率化 16 ・記入及び決裁の手間や、支出命令決議書にガソリン購入券を添付するた
めに紙に１枚１枚貼る手間がなくなるため 

・職員、給油所従業員、双方に手間がかかっているため 
・紙媒体だと保管数が多く処分にも手間がかかるため、ETC カードと同様
にカードで管理することで保管しやすく利用明細等が確認できるよう
になり便利になると考えられるため 

セルフ給油対応 4  

その他 15 ・ガソリン等購入券は主管課で保有し各課で記入しているため、ガソリン
等購入券を記入するためだけにわざわざ主管課へ行くのが手間である 

・時間外に帰庁し給油が必要になった場合、ガソリン等購入券を借りに行
くのが難しいことがある 

・紙媒体以外にどのような方法があるか分からないが、各課支払ではなく
全庁一括の支払いになると良い 

・共用車を使用した際、短距離しか乗らない場合でも残量が少ないと給油
しなければならない場合がある 

・以前、管財課で管理している公用車は管財課のガソリン等購入券を使っ
て給油しており、同じような扱いになると良い                 

 

変更した方が

良い（64機関）

63%

現状のままで

良い（37機関）

37%

ガソリン等購入券の変更について

（全体：101機関）※本庁

図 15 

変更した方が

良い（59機関）

58%

現状のままで

良い（42機関）

42%

有料道路利用簿の変更について

（全体：101機関）※本庁

図 16 
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表 23 ガソリン等購入券について現状のままで良いと考える理由【本庁】 

（全体：101 機関 回答件数：37件 複数回答有り） 

理由 件数 詳  細 

支障ない 14  

管理しやすい（予

算管理・執行使用

日・使用者・給油

量） 

11 ・支出事務において確認がしやすいため 
・予算管理しやすい 
・使用日・使用者・給油量が分かりやすく庶務で管理しやすいため 
・使用時に総括課長補佐・班長の決裁を要することから、随時チェック
の目が行き届き適正に執行されている 

出納管理課の審査

が紙媒体であるた

め 

2  
 
 
 

その他 10 ・長年使用されており利用者・取扱店舗ともに運用に慣れている 
・法人カードの導入などが検討されるのであれば従来のガソリン券は不
要と思うが、カード管理が伴うのでまだ現状でも良いと思う 

・費用をかけてシステム化しても得られるメリットは少ないため                    

 

表 24 有料道路利用簿について変更した方が良いと考える理由【本庁】 

（全体：101 機関 回答件数：72件 複数回答有り） 

理由 詳  細 

ペーパーレス

化・電子決裁 

・電子決裁のほうが自席で決裁が行えてよりスムーズに決裁できると思う 
・公用車予約システムで旅行命令や運行報告を電子で行っているのに有料道路利
用簿のみ紙媒体で決裁を得るという点が不便に感じる 

・行政事務のデジタル化が進んでおり有料道路利用簿についてもデジタル化可能
と思われるため 

事務の効率化 ・記入項目が多いため事務負担軽減になる 
・システム化し料金計算がしやすくなれば使いやすくなる 
・紙媒体からデジタル化すれば決裁の手間や記録漏れ、金額等の誤りがなくなる 

その他 ・主管課に利用簿を借りに行くのが負担である 
・公用車予約システムの予約情報や運行完了報告内に「ETC 使用区間（往路・復路）」
の入力項目があるが、現状、当該項目が活用されていないと思われるので、それ
を活かした運用方法を検討したら良いと考える 

・主管課が ETC カードを管理し電子決裁化の上、費用を配分する 
・事務効率化のため公用車予約システムの中で有料道路利用簿も決裁できるよう
に変更した方が良いと思われる 

 

表 25 有料道路利用簿について現状のままで良いと考える理由【本庁】 

（全体：101 機関 回答件数：42件 複数回答有り） 

理由 件数 詳  細 
管理しやすい（予
算管理・執行使用
日・使用者・給油
量） 

18 ・紙の利用簿の方が利用状況等管理しやすい 
・予算管理しやすい 
・支出処理の際に集計がしやすいため 

支障ない 13  

出納管理課の審査

が紙媒体であるた

め 

4  

その他 7 ・高速道路の利用は出発前に決裁を取っているが、天候や事故等により高
速道路の利用区間の変更が考えられシステム化すると変更が面倒にな
ると思われるため（変更入力等が面倒でなければ変更も可能）               
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（２）地方機関等の意見 

地方機関等のアンケート調査の結果は図 17、図 18 のとおり、「ガソリン等購入券」につ

いては、変更した方が良いは８機関（67％）、現状のままで良いが４機関（33％）であった。

変更した方が良いと回答した理由としては、表 26のとおり、「ＤＸ化を推進させていくため

にも紙媒体の方法について見直しを検討していく必要があると考えるため」といった意見

などであった。現状のままで良いと回答した理由としては、表 27のとおり、「特に支障がな

いため」といった意見などであった。また、「有料道路利用簿」については、変更した方が

良いは４機関（33％）、現状のままで良いが８機関（67％）であった。変更した方が良いと

回答した理由としては、表 28のとおり、「紙媒体による記入、押印が煩雑なため」といった

意見などであった。現状のままで良いと回答した理由としては、表 29のとおり、「急な出張

なども紙媒体の利用簿の方が柔軟に対応可能であり、集計等もしやすいため」といった意見

などであった。 

なお、地方機関については、公用車に係る燃料の購入の際、クレジット機能が付与されて

いない「法人カード（給油カード）」の使用も可能であるが、地方機関等のアンケート調査

の結果は図 19のとおり、使用しているは 11機関（92％）、使用していないが１機関（８％）

であった。「法人カード（給油カード）」の使用については、「ガソリン等購入券」を使用

せず、同じく紙媒体である「給油カード管理簿」による使用について決裁を得ることもでき

るが、「給油カード管理簿」の変更については、法人カード（給油カード）を使用している

11 機関へのアンケート調査の結果、図 20のとおり変更した方が良いは２機関（18％）、現

状のままで良いが９機関（82％）であった。変更した方が良いと回答した理由としては、表

30 のとおり、「紙媒体による記入、押印が煩雑なため」といった意見などであった。現状の

ままで良いと回答した理由としては、表 31のとおり、「レシートを貼付して一緒に管理でき

るため」といった意見などであった。 
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表 26 ガソリン等購入券について変更した方が良いと考える理由【地方機関等】 

（全体：12 機関 回答：変更した方が良いと考える８機関） 

主な理由 

・ＤＸ化を推進させていくために紙媒体の方法について見直しを検討していく必要があると考えるため 

・紙媒体の購入券では記名・押印の必要があり煩雑である 

・令和７年度から東部地方振興事務所として紙媒体を廃止、カード式に変更している 

・押印数の減少、緊急時対応、事業者側の集計作業の効率化 

・ガソリン給油カードの利用により事務処理の効率化及び利便性の向上が図られるため 
など 

 
 

表 27 ガソリン等購入券について現状のままで良いと考える理由【地方機関等】 

（全体：12 機関 回答：現状のままで良いと考える４機関） 

主な理由 

・特に使用に支障がないため（契約業者の負担が軽減する方法があれば変更してもよい） 

・現在は給油カードを使用しているため 
など 

 
 

表 28 有料道路利用簿について変更した方が良いと考える理由【地方機関等】 

（全体：12 機関 回答：変更した方が良いと考える４機関） 

主な理由 

・ＤＸ化を推進させていくために紙媒体の方法について見直しを検討していく必要があると考えるため 

・紙媒体による記入、押印が煩雑なため 
など 

 

図 17 図 18 



28 

 

表 29 有料道路利用簿について現状のままで良いと考える理由【地方機関等】 

（全体：12 機関 回答：現状のままで良いと考える８機関） 

主な理由 

・急な出張なども紙媒体の利用簿の方が柔軟に対応可能であり集計等もしやすいため 

・特に不便はないため 

・支出する際に確認・根拠資料としても使用しているため 
など 

 

 

 

表 30 給油カード管理簿について変更した方が良いと考える理由【地方機関等】 

（全体：11 機関 回答：変更した方が良いと考える２機関） 

主な理由 

・紙決裁による記入、決裁行為が煩雑なため 

・財務規則上やむを得ないとは思うが、紙媒体の管理簿については物品供用者、所属長、検収者の印が

必要となるため事務の効率化というところまでには至っていないと思うため 

 
 

表 31 給油カード管理簿について現状のままで良いと考える理由【地方機関等】 

（全体：11 機関 回答：現状のままで良いと考える９機関） 

主な理由 

・レシートを貼付して一緒に管理できるため 

・支出する際に確認・根拠資料としても使用しているため 

・給油カード管理簿で持ち出した職員名や貸出・返却の確認ができることから現状のままで良いと思う 
など 

 

図 19 図 20 
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（３）管財課等の意見 

「ガソリン等購入券」のペーパーレス化に対して管財課等としては、ペーパーレス化を希

望する意見があったことについて、財務規則を所管している出納総務課へ情報提供を行う

とともに、不正の機会を与えない内部統制上の課題も踏まえながら、今後のシステム改修や

運用改善に係る検討課題として取り組んでいくとのことであった。また、「有料道路利用簿」

の決裁機能をシステムへ組み込むことを希望する意見があったことについては、更なる手

続の効率化とペーパーレス化に貢献するものであり、今後のシステム改修の課題として検

討していくとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

第３章 監査結果を踏まえた意見 

  職員の働き方改革の取組として、公用車の保有・管理について、経営資源の最適な配分

や職員の業務負担軽減を目的とした「公用車最適化計画」（以下「計画」という。）が令和

５年３月に策定され、令和６年３月には本庁の対象車両を各部局の主管課へ管理換する部

局単位の共用化が実施された。併せて、公用車の使用予約や旅行命令、運行報告等を行う

「公用車予約管理システム」（以下「システム」という。）が導入され、事務手続の効率化

やペーパーレス化が進んでいる。

  今回の行政監査では、計画及びシステムの導入効果を確認し、事務の効率化、公用車に

係る経費の推移、先進安全自動車の導入状況等を３E（経済性、効率性、有効性）の観点

も踏まえて監査を行った。

  監査の結果、本庁においては公用車の部局単位の共用化が定着し、システムの不具合も

改善が進められるなど、事務の効率化が図られていることは評価できるものの、紙媒体で

運用されている「ガソリン等購入券」や「有料道路利用簿」の電子化、システムの地方機

関への展開などの課題があることも明らかになった。

  以下、監査委員として意見を述べる。

１ 公用車使用に係る事務手続のシステム化 

（１）公用車予約管理システムの改善及び対象車両の拡大

【意見１：公用車予約管理システムの更なる改善を進めるとともに、各所属管理車両も対

象とすることを検討されたい】 

本庁で管理している公用車 165 台（令和６年度末現在）のうち、部局単位で共用化さ

れている車両 123 台については、令和６年３月からシステムが導入され、電子決裁によ

る事務手続の効率化・時間短縮、鍵の受渡しの負担軽減、公用車使用簿のペーパーレス

化による業務効率の向上などが認められている。ただし、アンケート調査では「車両の

管理者等の入力が煩雑」、「燃料の残量が確認できない」などがデメリットとして挙げら

れているので、既に対応予定の項目を含め、引き続きシステムの改善を推進されたい。

一方、共用化されず、各所属で管理している車両 42 台については、従前どおり紙媒体に

よる公用車使用簿の決裁が行われている。各所属管理の車両についても、システムの対

象とすることにより、共用化された車両と同様に事務の効率化が見込まれるので、シス

テムの対象範囲の拡大を検討されたい。

  

 （２）ガソリン等購入券の見直し等

 【意見２：ガソリン等購入券及び有料道路利用簿のシステム化を検討されたい】 

現行の「ガソリン等購入券」及び「有料道路利用簿」については、ペーパーレス化、

電子決裁による業務の効率化などＤＸ化を推進するためにも、紙媒体による運用を見直

し、将来的なシステム構築を検討されたい。

   なお、平成 30 年度には「ガソリン等購入券」の不正利用により、130 余万円分のガソ
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リンを私的流用した事案が発覚しており、こうした内部統制上の脆弱性を克服するため

の再発防止策として、給油カードと車両の紐付けなどが考えられる。

２ 公用車の共用化の促進 

【意見３：本庁単位の共用化の推進について検討されたい】 

本庁の各所属で管理していた公用車のうち、共用化の対象車両については、計画に基

づき、令和６年３月に各部局の主管課へ管理換が行われ、部局単位の共用化が図られて

いる。各部局主管課では車検や各種点検の日程調整、システムでの「運転命令確認」及

び「運行報告確認」の確認作業が膨大となっており、維持管理等の事務負担が増加して

いるが、このような各主管課の尽力により、その他の所属では事務負担・経費負担が明

らかに軽減されており、公用車の稼働率も令和５年度の 53.4％から令和６年度は 63.4％

と 10 ポイント上昇している。

計画では、部局単位の共用化の状況を見ながら、共用化のスケールメリットを確認し、

本庁単位の共用化に向けて検討していくこととされているが、委員監査では「副安全運

転管理者の配置の問題や共用化された車両 123 台分のシステムの決裁が管財課に集中す

ること、また、災害発生時には、管財課が全てをコントロールするより、各部局の特殊

な事情や状況判断を尊重する観点から、本庁単位の共用化はしない方針へ変更している」

との回答があった。

しかし、計画においては、本庁単位の共用化により本庁管理担当所属で維持管理業務

が発生することが既に明記されているほか、稼働率の向上や減車による車両台数の適正

化などがメリットとして挙げられている。また、各主管課と管財課を対象としたアンケ

ート調査でも「本庁一括管理が望ましい」という意見が 11 機関（65％）から寄せられて

いる。こうしたことからも、安全運転管理面に留意しつつ、本庁単位の共用化のスケー

ルメリットを数値・指標等に基づき確認し、その推進について改めて検討されたい。

なお、本庁単位の共用化を進めない場合は、速やかに計画を変更の上、部局単位の共

用化を継続することについて周知を図られたい。

３ 公用車のメンテナンスリース及びメンテナンス委託の導入 

【意見４：賃貸借契約及び委託契約の一般競争入札において応札者の増に努められたい】 

これまでの公用車の調達方法は購入方式とされてきたが、東日本大震災以降、リース

契約による調達が見受けられていた。計画では、県所有車両が更新基準を満たした段階

で、車両の調達から車検、タイヤ交換等の維持管理を含めたメンテナンスリースに順次

切り替えていくこととしている。また、更新基準に満たない車両については、車両の維

持管理業務を委託するメンテナンス委託により、車両管理に係る職員の業務負担の軽減

を図ることとしている。

リース車両の１年当たりの経費について、計画と令和６年度の実績を比較すると、普

通自動車は計画 475,000 円に対し実績 663,960 円、小型乗用車（貨物を含む）は計画

430,000 円に対し実績 487,740 円と実績が上回っており、軽自動車では計画 306,000 円に

対し実績 298,320 円と実績が下回っている。計画策定時の試算では使用年数を 11 年（軽
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自動車は９年）と想定し、令和６年度実績は５年契約の平均値であること、また、近年

の物価高騰もあるため単純に比較はできないが、メンテナンスリース及びメンテナンス

委託については、アンケート調査において「事務負担が軽減した」等のメリットが「あ

る」という回答の割合が 93％と高く、導入効果が大きいと評価できる。ただし、賃貸借

契約、委託契約ともに一般競争入札の応札者が１者となっているので、競争性を高める

ためにも、仕様書の記載内容を工夫するなどして応札者の増に努められたい。

４ 保有台数の適正化 

【意見５：公用車の運行実績に基づく保有台数の最適化を検討されたい】 

計画において、本庁の公用車については、最大同時稼働台数をベースに保有台数の適

正化を図ることとしており、共用車の保有台数を令和９年度末までに 17 台減車すること

とされている。令和６年度末現在４台を減車し、123 台の保有となっており、更に 13 台

を減車することを目標としているが、令和６年度の最大同時稼働台数は 123 台（実稼働

車両は 119 台）、平均稼働台数は 79.2 台となっており、不足した場合はカーシェアリン

グ利用で補えることも考慮すれば、目標台数を更に絞り込むことが可能と考えられる。

委員監査では、１日当たりの運行実績を統計的に抽出できるようシステムを改修する予

定との説明があったので、システムから得られるデータに基づきシミュレーションを行

い、最適解を探求されたい。さらに、計画における減車可能台数は部局単位の共用化の

場合の 13 台に対し、本庁単位の共用化では 35 台の減車が可能とされているので、スケ

ールメリットを考慮し、本庁単位の共用化と併せて、減車による保有台数の更なる適正

化を検討されたい。

５ メンテナンスリース契約に基づく導入車両 

（１）安全機能搭載車の導入

【意見６：先進的な安全運転システムの積極的な導入を推進されたい】 

リース車両については、賃貸借契約書の仕様書においてバックモニター、ナビゲーシ

ョンシステム及び衝突被害軽減ブレーキを搭載することが明記されており、アンケート

調査でもバックモニターとナビゲーションシステムの効果が高いことが示されている。

安全性を更に高めるためには、ペダル踏み間違い時加速制御装置や車間距離制御装置、

後側方接近車両注意喚起装置などの機能が必要との意見も多いので、新たなリース契約

を締結する際には、これらの先進的な安全運転システムの積極的な導入を推進されたい。

  

 （２）環境配慮自動車の導入

 【意見７：電動車等の環境に配慮した車両の導入を推進されたい】 

「みやぎゼロカーボンチャレンジ 2050 戦略」において、公用車については、新規購入・

更新（リースを含む）に合わせ計画的に電動車（ＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶ）又はＨＶ（ハ

イブリッド自動車）の導入を推進することとされているが、現在のリース車両は仕様書

でハイブリッド車（軽自動車を除く）に限定されている。現在、県庁の地下駐車場には

充電設備が２基設置されており、各合同庁舎においても受給電設備の設置工事が進めら
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れている。ＥＶやＰＨＶの普及を県が先導していくためにも、地下駐車場への充電設備

の設置も含め、電動車の導入を推進されたい。ただし、大規模災害時には停電などのお

それもあるので、電動車に限らず低公害・低燃費の自動車なども含め、全体のバランス

を考慮した車種選択を検討されたい。

 ６ 法定点検等の実施及び安全管理の徹底 

 （１）公用車の点検整備の徹底

 【意見８：法定点検及び６か月点検を全ての公用車で実施されたい】 

   共用化された公用車については、リース契約及びメンテナンス委託により「法定点検

整備」として 12 か月点検（貨物は６か月点検）、「スケジュール点検」として６か月点検

が行われているが、共用化されてない各所属管理の公用車について確認したところ、３

機関（本庁２、地方機関１）が法定点検を受けていないという結果であり、その理由と

して「予算措置をしていない」というものであった。また、６か月点検を受けているの

は４機関（本庁３、地方機関１）のみであり、その理由として「リース契約に６か月点

検が含まれている」等となっている。法定点検については、罰則規定はないものの法律

で義務付けされている点検であるので、予算を確保の上、確実に実施されたい。併せて、

不特定多数の職員が使用する公用車の安全性を担保するためにも、全ての公用車が６か

月点検を受けるよう改められたい。

 

 （２）安全運転管理者等の選任

 【意見９：安全運転管理に係る関係規定の周知と副安全運転管理者等の選任を徹底された

い】 

   安全運転管理者については選任が必要な 22 機関（本庁 11、地方機関 11）全てで選任

されていたが、副安全運転管理者は選任が必要な６機関（本庁１、地方機関５）のうち

２機関（本庁１、地方機関１）で選任されていなかった。また、安全運転推進員は 113

機関（本庁 101、地方機関 12）全てで選任されていたが、公用車１台ごとに置くことと

されている取扱責任者については「指定することを知らなかった」などの理由により指

定が必要な 44 機関のうち８機関（本庁７、地方機関１）で指定されていなかったので、

関係規定の周知を徹底し、事務処理に遺漏のないよう留意されたい。

 

 （３）交通安全教育の推進

 【意見 10：本庁地下駐車場の入出庫に関する研修会の開催を検討されたい】 

   交通安全教育に関する取組は、職場内研修の開催、所属内会議での周知など全所属で

実施されているが、公用車による交通事故は、令和５年度 29 件（本庁 23、地方機関６）、

令和６年度 38 件（本庁 32、地方機関６）と推移している。特に本庁の地下駐車場では、

通路や区画が狭く事故が続発しているが、保健福祉部では４月の人事異動で新たに本庁

に配属された職員を対象に「地下駐車場における入出庫講習会」を独自に開催している

ので、このような好事例を水平展開し、全部局を対象とした研修機会を設けることを検

討されたい。
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なお、計画に基づき保有台数の削減が進めば、地下駐車場の区画を余裕のある大きさ

に見直すことも可能になると推察されるので、将来的な課題として検討されたい。

 ７ 地方機関への展開 

 （１）地方機関の公用車の事務手続の見直し

 【意見 11：公用車予約管理システムの対象を地方機関にも拡大されたい】 

   計画は本庁の公用車を対象としており、地方機関については同種の計画が策定されて

いない点について、委員監査では「地方機関に対象を拡大するには財源の問題や費用対

効果の面で難しい」との回答があった。しかし、令和６年度末現在の公用車管理台数は、

本庁 165 台、地方機関 1,034 台となっており、紙媒体で決裁が行われている地方機関の

公用車使用手続をシステム化することができれば、より大きな効果が期待できる。地方

機関は紙決裁のままという状況から脱却し、ペーパーレス化を全庁的に推進するために

も、システムの対象を地方機関へ拡大することを検討されたい。

 

 （２）地方機関へのメンテナンス委託の導入

 【意見 12：メンテナンス委託の地方機関における導入を検討されたい】 

メンテナンス委託については、重量税（公課費）と自賠責保険料（役務費）の支払方

法に課題はあるが、車両保有台数の多い地方機関で実施できれば事務負担の軽減効果が

大きいので、課題を整理の上、地方機関においても導入できるよう検討されたい。

 

 （３）合同庁舎単位の共用化の推進

 【意見 13：地方機関の公用車の合同庁舎単位の共用化について検討されたい】 

地方機関における公用車の共用化について、今回石巻合同庁舎をモデルとしてアンケ

ート調査を実施したところ、緊急時対応車両や国庫補助対象車両等を除けば、実施可能

との結果であった。管財課等では、地方毎に個別の事情があること、システムを全合同

庁舎に導入するには財源の問題や費用対効果の面で難しいこと、共用化であれば職員ポ

ータルの施設備品予約機能の活用が可能等の理由を挙げるが、職員ポータルでは予約は

できるが決裁機能はない。アンケート調査では決裁機能の評価が非常に高かったので、

各地方の事情を確認の上、本庁と同様にシステム導入と併せた共用化について検討され

たい。

むすびに 

  みやぎ行政運営・働き方改革推進プラン（令和７年度）において「働きやすい職場環境

の整備」としてデジタル化による業務の効率化やペーパーレス化を推進すること、また、

みやぎＤＸ推進ポリシー（2025～2027）においても「働き方改革・業務効率化」として業

務環境のデジタルシフトの取組を進めることとされており、これらの取組は地方機関も含

めて全庁的に取り組むべき課題であると認識している。

  今回取り上げた「公用車最適化計画」に基づく取組は、事務の効率化やペーパーレス化、

職員の業務負担軽減が認められ、業務環境のＤＸ化の取組の好事例として評価できる。ま
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た、働き方改革の取組としても大きな改善効果を生み出しており、人材確保の面において

も宮城県庁の魅力向上に寄与していることから、本庁のみの取組に留まることなく、地方

機関へ拡大することにより、更に大きな成果が得られるので、費用負担を含め検討を進め

ていくことを期待したい。



36 
 

資料１   

 

令和７年度行政監査実施計画 

１ 監査のテーマ 

   職員の働き方改革の推進に向けて ～公用車の効率的な管理と安全対策～ 

２ 監査の目的 

令和５年３月に策定された「公用車最適化計画」及び令和６年度に導入された「公用車予約管理

システム」について、令和６年度の実施状況及び導入効果を確認し、事務の効率化、公用車の稼働

率、公用車に係る経費の推移、交通事故防止に有力な先進安全自動車の導入状況を３Ｅ（経済性、

効率性、有効性）の観点から検証し、事務改善及び職員の事務負担軽減に資することを目的とす

る。 

 

３ 監査の調査項目及び着眼点 

調査項目 主な着眼点 

(1)公用車の効率的な 

使用 

・ 令和５年度中に各所属で管理していた公用車が共用化されたことにより効率的に使

用されているのか。（稼働率）【３Ｅ】 

・ 公用車の運行に係る手続は適正に行われているのか。【内部統制】 

(2)公用車の適切な 

配置及び更新 

・ 公用車の配置台数や車種の選定は適正に行われているのか。【内部統制、３Ｅ】 

・ 公用車の更新（リース車への切替え等）は適正に行われているのか。またその費

用対効果はどうか。【内部統制、３Ｅ】 

(3)公用車の点検及び 

整備状況 

・ 公用車の点検及び整備は適正に行われているのか。【内部統制、３Ｅ】 

(4)公用車の安全対策 ・ 職員が公用車を運転する上で安全教育や研修を行っているのか。 

【内部統制、３Ｅ】 

・ 公用車の更新等にあたり事故防止に向けた機能を導入しているのか。【３Ｅ】 

(5)職員の業務負担 ・ 公用車の共用化及び公用車予約管理システムの導入により職員の業務負担は軽減さ

れているのか。【３Ｅ】 

 

４ 監査の対象 
(1) 対象機関 

①行政経営企画課、管財課 

※令和７年 10 月１日より「公用車最適化計画」及び「公用車予約管理システム」等関係業務  
について、行政経営企画課から管財課へ移管予定 

   ②本庁各課（共用化した公用車を使用する課及び管理する各部主管課、管財課） 

   ③地方機関（地方機関で共用化を検討できる合庁所属機関。今回の調査はモデルとして石巻合

同庁舎内の地方機関である東部県税事務所、東部保健福祉事務所、東部児童相談所、東部地

方振興事務所、東部土木事務所及び東部教育事務所とする。） 

 

(2) 調査事項 

① 調査対象公用車 

（ア） 本庁で共用化した公用車（管理委託） 

（イ） 本庁で共用化した公用車（リース車両） 

（ウ） 本庁で共用化されていない公用車 

（エ） 石巻合同庁舎内で使用している公用車 
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(3) 調査対象年度 

令和６年度 

 
５ 監査の実施方法 

(1)  書面調査 

① 対象機関：前項「４(1)対象機関」①から③までに記載の所属 

② 実施方法：みやぎ電子申請サービスによるアンケート調査 

③ 実施期間：・本庁各課 

令和７年６月 23 日（月）から令和７年７月 18 日（金）まで 

          ・地方機関 

令和７年７月１日（火）から令和７年７月 28 日（月）まで 

・行政経営企画課 

令和７年８月 26 日（火）から令和７年９月８日（月）まで 
 

(2)  事務局監査 

① 対象機関：管財課  ※行政経営企画課担当者同席予定 

② 実施方法：実地による監査 

③ 実 施 日：令和７年 10月７日（火） 
 

(3)  委員監査 

① 対象機関：管財課  ※行政経営企画課担当者同席予定 

② 実施方法：実地による監査 

③ 実 施 日：令和７年 11月 11 日（火） 

 

６ 主な実施スケジュール 

(1) 行政監査実施計画決定    令和７年６月 12 日（木）【委員協議】 

(2) 書面調査          令和７年６月 23 日（月）から令和７年９月８日（月）まで 

(3) 事務局監査         令和７年 10月７日（火） 

(4) 委員監査          令和７年 11月 11 日（火） 

(5) 行政監査結果報告書作成   令和７年 11月下旬から令和８年１月まで 

(6) 行政監査結果報告書決定   令和８年２月 17 日（火）【委員協議】 

(7) 知事等への結果報告     令和８年３月中旬から下旬（報告は公報・ホームページで公表） 

(8) 知事等からの措置状況報告  令和８年５月末（報告は公報・ホームページで公表） 
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                                   資料４ 

 

関係資料ＵＲＬ 

 

（１）庁用自動車管理規則 

URL  https://kra700.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 

※上記 URL をクリックすると、Reiki-Base 検索システムが開きますので、「庁用自動

車管理規則」で検索してください。 

 

（２）みやぎゼロカーボンチャレンジ 2050 戦略 

  ①概要版 

   URL  https://www.pref.miyagi.jp/documents/44566/m0cc_gaiyou.pdf 

 

  ②本文 

URL  https://www.pref.miyagi.jp/documents/44566/m0cc.pdf 

 

（３）みやぎ行政運営・働き方改革推進プラン（令和７年度） 

   URL https://www.pref.miyagi.jp/documents/59386/gyoukakuplan_r7.pdf 

 

（４）みやぎＤＸ推進ポリシー（2025～2027） 

  ①概要版 

   URL https://www.pref.miyagi.jp/documents/54120/dxpolicy_gaiyou.pdf 

 

  ②みやぎＤＸ推進ポリシー（2025～2027） 

URL https://www.pref.miyagi.jp/documents/54120/dxpolicy.pdf   

 

  ③別冊（個別施策集） 

   URL  https://www.pref.miyagi.jp/documents/54120/dxpolicy_bessatsu1-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 




